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広島市うつ病・自殺(自死)対策推進計画（第３次）の策定経過 

 

時期 
広島市うつ病・自殺(自死)対策推進連絡調整会議 

広島市うつ病・自殺(自死)対策庁内関係者会議 
市議会への報告 市民への公表等 

令和２年 

(2020年) 

１１月 

   広島市こころの健康に関す

るアンケート調査実施 

(11月 2 日～11月17日) 

令和３年 

(2021年) 

２月 

  広島市こころの健康に関す

るアンケート調査結果公表 

  ３月 令和２年度 第２回連絡調整会議 

議題１ 自殺(自死)に関する統計について 

議題２ うつ病・自殺(自死)対策の取組状況について 

    ア 広島市における取組 

   イ 各団体等における取組 

議題３ 市民アンケートの結果について 

 会議録(要旨)公表 

 

７月 令和３年度 第１回庁内関係者会議 

議題１ 広島市の自殺(自死)の現状について 

議題２ 「広島市うつ病・自殺(自死)対策推進計画(第

２次)」の振り返りについて 

議題３ 「広島市うつ病・自殺(自死)対策推進計画(第

３次)」の骨子(案)について 

議題４ 「広島市うつ病・自殺(自死)対策推進計画(第

３次)」の施策体系(案)等について 

議題５ 広島市うつ病・自殺(自死)対策推進連絡調整

会議について 

  

８月 令和３年度 第１回連絡調整会議 

議題１ 会長及び副会長の選出について 

議題２ 広島市の自殺(自死)の現状等について 

議題３ 広島市うつ病・自殺(自死)対策推進計画(第２

次)の振り返りについて 

議題４ 広島市うつ病・自殺(自死)対策推進計画(第３

次)の策定について 

議題５ 広島市うつ病・自殺(自死)対策推進計画(第３

次)の骨子案について 

 会議録(要旨)公表 

１１月 令和３年度 第２回庁内関係者会議 

議題 広島市うつ病・自殺(自死)対策推進計画(第３

次)の素案等について 

  

１２月 令和３年度 第２回連絡調整会議 

議題１ 広島市うつ病・自殺(自死)対策推進計画(第３

次)について 

 会議録(要旨)公表 

令和４年 

(2022年) 

１月 

 市議会厚生委員

会で広島市うつ

病・自殺(自死)

対策推進計画

（第３次）素案

について報告 

市民意見募集 

(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ) 

(1 月25日～2 月25日) 

 応募者数：12 人 

 意 見 数：47 件 

 ３月 令和３年度 第３回連絡調整会議 

議題１ 自殺(自死)に関する統計について 

議題２ 市民意見募集の結果について 

議題３ 広島市うつ病・自殺(自死)対策推進計画(第３

次)の素案について 

議題４ うつ病・自殺(自死)対策の取組状況について 

    ア  広島市における取組 

    イ  各団体等における取組 

 会議録(要旨)公表 

                広島市うつ病・自殺(自死)対策推進計画（第３次）策定 
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広島市こころの健康に関するアンケート調査結果（令和２年(2020年)） 

 

１ 調査の概要 

⑴ 調査目的 

市民のこころの健康に関する実態や意識を調査し、本市における総合的な自殺(自死)対策を推進するための

基礎資料とすることを目的として実施した。 

 

⑵ 調査の方法 

① 調査地域 広島市全域 

② 調査方法 郵送法 

③ 調査対象     市内に居住する 15 歳以上の市民の中から 3,000 人を無作為抽出 

④ 回収数    1,611 人（53.7％） 

⑤ 調査期間 令和２年(2020年)11 月２日～令和２年(2020年)11 月 17 日 

 

 

２「こころの健康に関するアンケート調査」の集計結果 

(※１) 集計は小数点以下第２位を四捨五入している。したがって回答比率の合計が 100％とならない場合がある。 

(※２) ２つ以上の回答を要する（複数回答）質問の場合、その回答比率の合計は 100％を超える場合がある。 

 

 

問１ あなたの居住区はどこですか。 

（回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

中区 169 10.5 

東区 158 9.8 

南区 185 11.5 

西区 259 16.1 

安佐南区 324 20.1 

安佐北区 205 12.7 

安芸区 116 7.2 

佐伯区 183 11.4 

無回答 12 0.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ あなたのお住まいの地域の様子は下のどれに最

も近いと思いますか。     

 （回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

都心部(商店街、オフィ

ス) 
119 7.4 

住宅と商店や工場等が

混在する地域 
305 18.9 

古くからの住宅地 727 45.1 

団地などの新興住宅地 344 21.4 

農業集落 49 3.0 

その他 30 1.9 

無回答 37 2.3 
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問３ あなたの性別は。     

（回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

男性 693 43.0 

女性 900 55.9 

無回答 18 1.1 

 

 

問４ あなたの満年齢は。    

（回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

15～19 歳 59 3.7 

20～24 歳 52 3.2 

25～29 歳 66 4.1 

30～34 歳 85 5.3 

35～39 歳 87 5.4 

40～44 歳 137 8.5 

45～49 歳 151 9.4 

50～54 歳 134 8.3 

55～59 歳 131 8.1 

60～64 歳 128 7.9 

65～69 歳 117 7.3 

70～74 歳 167 10.4 

75 歳以上 286 17.8 

無回答 11 0.7 

 

 

問５ 同居家族はあなたも含め何人ですか。 

（回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

1 人（自分だけ） 253 15.7 

2 人 558 34.6 

3 人 391 24.3 

4 人 263 16.3 

5 人 99 6.1 

6 人以上 38 2.4 

無回答 9 0.6 

 

問６ あなたの同居家族の構成は次のどれですか。 

（回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

一人暮らし 249 15.5 

夫婦だけ 466 28.9 

あなた(又は 

あなた夫婦)と親 
198 12.3 

あなた(又は 

あなた夫婦)と子 
570 35.4 

あなたを含めて三世代 85 5.3 

その他 30 1.9 

無回答 13 0.8 

問７ あなたはどのような仕事についていますか。 

（回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

１ 農業、林業、水産業 13 0.8 

２ 商業、サービス業、

工業 
65 4.0 

３ 自由業 29 1.8 

４ 管理職 76 4.7 

５ 専門・技術職 210 13.0 

 
うち対人サー

ビスの多い職 
103 6.4 

 
うちその他の

職 
62 3.8 

６ 事務職 145 9.0 

７ 販売・サービス職 77 4.8 

８ 技能・労務職 101 6.3 

９ パートタイマー、ア

ルバイト 
176 10.9 

10 専業主婦・主夫 225 14.0 

11 学生 82 5.1 

12 無職 342 21.2 

無回答 70 4.3 

 

 

問８ あなたのふだん１週間の就業時間はどのくらいで

すか。ふだん残業や副業をしている場合は、それを含

めた１週間の合計について記入してください。 

（回答総数：892） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

20 時間未満 110 12.3 

20～29 時間 92 10.3 

30～39 時間 140 15.7 

40～48 時間 330 37.0 

49～59 時間 121 13.6 

60～79 時間 56 6.3 

80 時間以上 11 1.2 

決まっていない 26 2.9 

無回答 6 0.7 

 

 

問９ あなたの現在の健康状態はいかがですか。 

（回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

健康である 593 36.8 

まあまあ健康である 797 49.5 

健康でない 151 9.4 

よくわからない 44 2.7 

無回答 26 1.6 
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問 10 この 1 週間のあなたのからだやこころの状態についてお伺いします。                

（回答総数：1,611） 

 区分 

ほとんどなかっ

た（ぜんぜん） 

少しはあった 

（1～2 日） 

時々あった 

（3～4 日） 

たいていそうだ

った（5～7 日） 
無回答 

回答数

（人） 

構成比

（％） 

回答数

（人） 

構成比

（％） 

回答数

（人） 

構成比

（％） 

回答数

（人） 

構成比

（％） 

回答数

（人） 

構成比

（％） 

普段はなんでもないこと

がわずらわしい 
805 50.0 511 31.7 176 10.9 50 3.1 69 4.3 

食べたくない、食欲が落ち

た 
1,193 74.1 247 15.3 92 5.7 22 1.4 57 3.5 

家族や友だちからはげま

してもらっても、気分が晴

れない 

1,093 67.8 293 18.2 93 5.8 35 2.2 97 6.0 

他の人と同じ程度には、能

力があると思う 
432 26.8 365 22.7 275 17.1 413 25.6 126 7.8 

物事に集中できない 786 48.8 536 33.3 183 11.4 41 2.5 65 4.0 

ゆううつだ 848 52.6 457 28.4 163 10.1 80 5.0 63 3.9 

何をするのも面倒だ 630 39.1 654 40.6 186 11.5 84 5.2 57 3.5 

これから先のことについ

て積極的に考えることが

できる 

326 20.2 516 32.0 353 21.9 323 20.0 93 5.8 

過去のことについてくよ

くよ考える 
702 43.6 507 31.5 243 15.1 81 5.0 78 4.8 

何か恐ろしい気持ちがす

る 
1,095 68.0 308 19.1 95 5.9 37 2.3 76 4.7 

なかなか眠れない 890 55.2 394 24.5 168 10.4 80 5.0 79 4.9 

生活について不満なくす

ごせる 
374 23.2 439 27.3 287 17.8 429 26.6 82 5.1 

ふだんより口数が少ない、

口が重い 
994 61.7 349 21.7 133 8.3 61 3.8 74 4.6 

一人ぼっちでさびしい 1,184 73.5 218 13.5 74 4.6 51 3.2 84 5.2 

皆がよそよそしいと思う 1,194 74.1 253 15.7 63 3.9 17 1.1 84 5.2 

毎日が楽しい 241 15.0 391 24.3 455 28.2 421 26.1 103 6.4 

急に泣きだすことがある 1,361 84.5 113 7.0 43 2.7 11 0.7 83 5.2 

悲しいと感じる 1,057 65.6 339 21.0 89 5.5 42 2.6 84 5.2 

皆が自分をきらっている

と感じる 
1,192 74.0 266 16.5 60 3.7 17 1.1 76 4.7 

仕事（学業）が手につかな

い 
1,092 67.8 271 16.8 72 4.5 27 1.7 149 9.2 

 

 

問 11 あなたは、この６か月の間に「死にたい」と思う

ほどの悩みやストレスがありましたか。 

（回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

まったくなかった 1,119 69.5 

あまりなかった 258 16.0 

たまにあった 134 8.3 

よくあった 29 1.8 

無回答 71 4.4 
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問 12 それは、どのような事柄が原因ですか。 

（複数回答可） 

（回答総数：163） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

家族関係の不和 49 30.1 

家族の死亡 14 8.6 

家族の将来悲観 40 24.5 

子育て 20 12.3 

被虐待 0 0 

家族の介護・看病 18 11.0 

その他家庭問題 18 11.0 

自分の身体の病気の悩

み 
65 39.9 

自分のうつ病等の精神

疾患の病気の悩み・影響 
32 19.6 

身体障害の悩み 8 4.9 

その他健康問題 25 15.3 

事業不振・倒産 5 3.1 

失業 8 4.9 

就職失敗 6 3.7 

生活苦 34 20.9 

負債 10 6.1 

その他の経済・生活問題 22 13.5 

仕事の失敗 15 9.2 

職場の人間関係 43 26.4 

職場環境の変化 17 10.4 

仕事疲れ 32 19.6 

パワーハラスメント・セ

クシャルハラスメント 
17 10.4 

長時間労働 7 4.3 

その他勤務問題 3 1.8 

結婚をめぐる悩み 10 6.1 

失恋 6 3.7 

不倫の悩み 5 3.1 

その他男女問題 6 3.7 

入試・進路に関する悩み 6 3.7 

学業不振 7 4.3 

教師との人間関係 1 0.6 

いじめ 2 1.2 

その他学校問題 3 1.8 

その他 8 4.9 

無回答 1 0.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 それは、どのような事柄が原因ですか。 

   (新型コロナウイルス感染症に関係する場合、複数

回答可) 

（回答総数：163） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

家族関係の不和 11 6.7 

家族の死亡 5 3.1 

家族の将来悲観 12 7.4 

子育て 3 1.8 

被虐待 0 0 

家族の介護・看病 3 1.8 

その他家庭問題 2 1.2 

自分の身体の病気の悩

み 
20 12.3 

自分のうつ病等の精神

疾患の病気の悩み・影響 
10 6.1 

身体障害の悩み 4 2.5 

その他健康問題 4 2.5 

事業不振・倒産 3 1.8 

失業 3 1.8 

就職失敗 3 1.8 

生活苦 12 7.4 

負債 5 3.1 

その他の経済・生活問題 10 6.1 

仕事の失敗 3 1.8 

職場の人間関係 7 4.3 

職場環境の変化 6 3.7 

仕事疲れ 6 3.7 

パワーハラスメント・セ

クシャルハラスメント 
4 2.5 

長時間労働 2 1.2 

その他勤務問題 0 0 

結婚をめぐる悩み 4 2.5 

失恋 4 2.5 

不倫の悩み 2 1.2 

その他男女問題 4 2.5 

入試・進路に関する悩み 1 0.6 

学業不振 2 1.2 

教師との人間関係 0 0 

いじめ 0 0 

その他学校問題 1 0.6 

その他 3 1.8 

無回答 115 70.6 
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問 13 あなたは、町内や地域の人と話をしたり交流する

機会がありますか。  

（回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

よくある 215 13.3 

ときどきある 501 31.1 

あまりない 496 30.8 

まったくない 368 22.8 

無回答 31 1.9 

 

 

問 14 どのような方法で、町内や地域の人と話をしたり

交流していますか。（複数回答可）  

（回答総数：716） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

対面（直接会って） 645 90.1 

テレビ電話 5 0.7 

電話 103 14.4 

FAX 0 0 

電子メール 24 3.4 

SNS（LINE 等） 77 10.8 

その他 58 8.1 

無回答 12 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 新型コロナウイルス感染症の流行により、生活や人とのつながりに変化があったかをおたずねします。 

（回答総数：1,611） 

 区分 

変わらない 苦しくなった かなり苦しくなっ

た 
無回答 

回答数

（人） 

構成比

（％） 

回答数

（人） 

構成比

（％） 

回答数

（人） 

構成比

（％） 

回答数

（人） 

構成比

（％） 

暮らし向きの変化 1,245 77.3 223 13.8 37 2.3 106 6.6 

 

 区分 

変わらない 減った かなり減った 無回答 

回答数

（人） 

構成比

（％） 

回答数

（人） 

構成比

（％） 

回答数

（人） 

構成比

（％） 

回答数

（人） 

構成比

（％） 

外出の頻度の変化 411 25.5 763 47.4 343 21.3 94 5.8 

個人的なことを話せる友

人との変化 
1,178 73.1 232 14.4 92 5.7 109 6.8 

近所の人との交流の変化 1,084 67.3 304 18.9 120 7.4 103 6.4 

 

 

問 16 あなたの心配ごとや悩みごとを相談できる人がい

ますか。              

（回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

はい（いる） 1,406 87.3 

いいえ(いない） 180 11.2 

無回答 25 1.6 

 

 

 

 

 

問 16 付問 はい（いる）と回答した人の内訳 

（回答総数：1,406） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

家族にいる 569 40.5 

家族以外にいる 188 13.4 

どちらにもいる 627 44.6 

無回答 22 1.6 
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問 17 新型コロナウイルス感染症の流行により、ゆうう

つな気分になることが増えましたか。  

 （回答総数：1,611） 

 区分 回答数（人） 構成比（％） 

かなり増えた 152 9.4 

やや増えた 627 38.9 

変わらない 693 43.0 

わからない 120 7.4 

無回答 19 1.2 

 

 

問 18 新型コロナウイルス感染症の流行により、飲酒の

量が増えましたか。  

 （回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

かなり増えた 28 1.7 

やや増えた 86 5.3 

変わらない 1,230 76.4 

わからない 93 5.8 

無回答 174 10.8 

 

 

問 19 新型コロナウイルス感染症の流行により、ゲーム

やインターネットをする時間が増えましたか。  

（回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

かなり増えた 154 9.6 

やや増えた 327 20.3 

変わらない 919 57.0 

わからない 91 5.6 

無回答 120 7.4 

 

 

問 20 ｢うつ病｣は自殺(自死)に強く関連していると思

いますか。           

（回答総数：1,611） 

  区分 回答数（人） 構成比（％） 

とてもそう思う 409 25.4 

そう思う 681 42.3 

思わない 151 9.4 

わからない 346 21.5 

無回答 24 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 21 あなたの家族や友人のひとりが次のような状態に

なった場合を想定してお答えください。 

 

 ｢この２～３週間、食欲が無く眠れない日々が続き、

体重が減ってきたようです。また、ふさぎ込むよう

になり、仕事に集中できなくなってしまいました。

物事に対して興味がわかないようで、話しかけても

返事に乏しく、悲観的な事を言っています。｣  

 

問 21 付問１ その人の状態に最もあてはまるのは次のど

れだと思いますか。     

（回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

体の病気 116 7.2 

心の病気 1,215 75.4 

気のせい 26 1.6 

わからない 165 10.2 

無回答 89 5.5 

 

 

問 21 付問２ その人の状態は適切な治療で治ると思いま

すか。           

（回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

治る 883 54.8 

治らない 103 6.4 

わからない 578 35.9 

無回答 47 2.9 

 

 

問 21 付問３ あなたは、その人にどのように対応したら

よいと思いますか。最も良い対応だと思うも

のを選んでください。 

  （回答総数：1,611） 

  区分 回答数（人） 構成比（％） 

様子を見る 283 17.6 

本人を励ます 128 7.9 

身近な人への相談を勧

める 
260 16.1 

民生委員への相談を勧

める 
27 1.7 

内科医等のかかりつけ

医へ受診することを勧

める 

286 17.8 

精神科の専門医へ受診

することを勧める 
628 39.0 

保健師など公的な機関

区役所、精神保健福祉セ

ンターなどの窓口 

117 7.3 

その他 101 6.3 

無回答 55 3.4 

 

 

 

 



 

   - 78 - 

問 22 あなたは、もし｢うつ病｣だと思われる症状が２～

３週間以上続いたら、病院を受診しますか。 

（回答総数：1,611） 

 区分 回答数（人） 構成比（％） 

かかりつけ医で受診する 506 31.4 

精神科や心療内科で受診

する 
718 44.6 

精神科や心療内科以外の

医療機関で受診する 
38 2.4 

受診しない 314 19.5 

無回答 54 3.4 

 

 

問 23 なぜ精神科や心療内科の医療機関で受診しないの

ですか。（複数回答可） 

（回答総数：38） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

どこに受診したらよいか

わからない 
7 18.4 

「うつ病」は治療しても治

らないと思う 
2 5.3 

恥ずかしい病気なので、な

るべく隠したい 
3 7.9 

精神科や心療内科に行く

ことが恥ずかしい 
9 23.7 

「うつ病」は特別な人がか

かる病気で、自分には関係

ない 

3 7.9 

精神科や心療内科に行っ

て治療しなくても、ほとん

どは自然に治る 

1 2.6 

その他 16 42.1 

無回答 6 15.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 24 なぜ医療機関で受診しないのですか。（複数回答

可） 

（回答総数：314） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

治療にお金がかかる 66 21.0 

受診する時間がない 54 17.2 

どこに受診したらよいか

わからない 
90 28.7 

「うつ病」は治療しても治

らないと思う 
42 13.4 

恥ずかしい病気なので、な

るべく隠したい 
28 8.9 

「うつ病」は特別な人がか

かる病気で、自分には関係

ない 

25 8.0 

治療しなくても、ほとんど

は自然に治る 
85 27.1 

通院することで、新型コロ

ナウイルス感染症にかか

るおそれがある 

28 8.9 

その他 95 30.3 

無回答 6 1.9 

 

 

問 25 精神科や心療内科の受診をしやすくするには、ど

のようにしたらよいと思いますか。 (複数回答可) 

（回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

かかりつけ医から紹介し

てもらう 
837 52.0 

精神科や心療内科の病院

や専門クリニックについ

ての周知（名称、所在地、

連絡先等） 

501 31.1 

精神疾患に対する偏見の

除去や正しい知識の理解 
518 32.2 

家族や友人が同伴して受

診する 
494 30.7 

公的な機関（区役所、精神

保健福祉センターなど）で

の医師による精神相談窓

口の利用 

326 20.2 

その他 79 4.9 

無回答 108 6.7 
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問 26 次の相談機関を知っていますか。                                   

 （回答総数：1,611） 

 区分 
知っている 知らない 無回答 

回答数（人） 構成比（％） 回答数（人） 構成比（％） 回答数（人） 構成比（％） 

① 広島いのちの電話 757 47.0 740 45.9 114 7.1 

② ひろしまチャイルドライン 423 26.3 1,031 64.0 157 9.7 

③ ヤングテレホン広島（広島県

警） 
149 9.2 1,291 80.1 171 10.6 

④ いじめ 110 番 850 52.8 621 38.5 140 8.7 

⑤ 児童相談所 1,144 71.0 335 20.8 132 8.2 

⑥ 広島労働局総合労働相談セン 

ター 
424 26.3 1,019 63.3 168 10.4 

⑦ こころの耳 59 3.7 1,381 85.7 171 10.6 

⑧ 紙屋町法律相談センター（弁護

士会） 
294 18.2 1,155 71.7 162 10.1 

⑨ 法テラス広島 547 34.0 917 56.9 147 9.1 

⑩ 広島市消費生活センター 988 61.3 493 30.6 130 8.1 

⑪ 心配ごと相談所 157 9.7 1,284 79.7 170 10.6 

⑫ くらしサポートセンター 340 21.1 1,094 67.9 177 11.0 

⑬ 地域包括支援センター 884 54.9 622 38.6 105 6.5 

⑭ 広島市精神保健福祉センター 290 18.0 1,162 72.1 159 9.9 

⑮ 広島市自殺(自死)防止相談電

話 
162 10.1 1,280 79.5 169 10.5 

⑯ こころの電話相談（広島県） 363 22.5 1,080 67.0 168 10.4 

⑰ こころのライン相談＠広島県 93 5.8 1,331 82.6 187 11.6 

⑱ 広島県こころの悩み相談【コロ

ナ関連】 
100 6.2 1,325 82.2 186 11.5 

⑲ 精神科救急情報センター 96 6.0 1,334 82.8 181 11.2 

 

 

問 27 相談機関で相談するときに、どのような方法で相

談したいですか。           

（回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

対面（直接会って） 869 53.9 

テレビ電話 23 1.4 

電話 581 36.1 

ＦＡＸ 4 0.2 

電子メール 90 5.6 

ＳＮＳ（ＬＩＮＥ等） 151 9.4 

その他 14 0.9 

無回答 81 5.0 

 

 

問 28 自殺(自死)対策を社会的な取組として総合的に推

進するため、自殺対策基本法が施行されています。

あなたは、この法律をご存知ですか。        

（回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

よく知っている 12 0.7 

知っている 80 5.0 

聞いたことはあるがよ

く知らない 
413 25.6 

知らない 1,058 65.7 

無回答 48 3.0 

 

問 29 あなたは、自殺(自死)対策に関心がありますか。 

（回答総数：1,611）     

区分 回答数（人） 構成比(％) 

とても関心がある 71 4.4 

関心がある 555 34.5 

あまり関心がない 641 39.8 

関心がない 285 17.7 

無回答 59 3.7 

 

 

問 30 自殺(自死)対策における「ゲートキーパー」とい

う言葉を知っていますか。 

（回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

よく知っている 11 0.7 

知っている 51 3.2 

聞いたことはあるがよ

く知らない 
171 10.6 

知らない 1,332 82.7 

無回答 46 2.9 
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問 31 自殺(自死)対策として、あなたが大切だと思うことや充実させてもらいたいことはどのようなものですか。 

（回答総数：1,611） 

区分 

とても大切 大切 あまり大切でない 大切でない 無回答 

回答数 

（人） 

構成比 

（％） 

回答数 

（人） 

構成比 

（％） 

回答数

（人） 

構成比

（％） 

回答数

（人） 

構成比

（％） 

回答数

（人） 

構成比

（％） 

① 学校での「いのちの教育」 1,042 64.7 411 25.5 38 2.4 15 0.9 105 6.5 

② 職場や地域での「こころの相談」の充

実 
658 40.8 710 44.1 92 5.7 26 1.6 125 7.8 

③ うつ病や自殺(自死)予防の専用電話

相談の充実 
644 40.0 721 44.8 102 6.3 18 1.1 126 7.8 

④ うつ病や自殺(自死)予防の専用ホー

ムページの充実 
566 35.1 724 44.9 158 9.8 26 1.6 137 8.5 

⑤ ＦＡＸを利用した「こころの相談」 280 17.4 620 38.5 429 26.6 126 7.8 156 9.7 

⑥ 電子メールを利用した「こころの相

談」 
423 26.3 711 44.1 243 15.1 52 3.2 182 11.3 

⑦ ＳＮＳを利用した「こころの相談」 472 29.3 655 40.7 248 15.4 54 3.4 182 11.3 

⑧ かかりつけ医師や診療所の目配り 689 42.8 672 41.7 95 5.9 14 0.9 141 8.8 

⑨ もっと精神科や心療内科の受診をし

やすくする 
837 52.0 577 35.8 51 3.2 8 0.5 138 8.6 

⑩ 債務（借金返済）相談の充実 441 27.4 832 51.6 152 9.4 24 1.5 162 10.1 

⑪ うつ病や自殺(自死)に関する市民へ

の啓発活動 
397 24.6 829 51.5 200 12.4 23 1.4 162 10.1 

⑫ 教師、職場の上司等相談に応じる人

への研修 
634 39.4 656 40.7 141 8.8 28 1.7 152 9.4 

⑬ 自殺未遂者への支援 631 39.2 708 43.9 91 5.6 26 1.6 155 9.6 

⑭ 自殺(自死)で亡くなられた人の親族

等への支援 
539 33.5 731 45.4 148 9.2 39 2.4 154 9.6 

⑮ 高齢者の孤立を防ぐ対策 778 48.3 653 40.5 53 3.3 12 0.7 115 7.1 

⑯ 孤立化しやすい人を地域で見守るネ

ットワーク 
595 36.9 752 46.7 100 6.2 18 1.1 146 9.1 

⑰ マスコミと一緒にキャンペーンを行う 253 15.7 625 38.8 439 27.3 122 7.6 172 10.7 

⑱ 家庭での「いのちの教育」 588 36.5 732 45.4 122 7.6 26 1.6 143 8.9 

⑲ 生活困窮者への経済的支援 516 32.0 809 50.2 121 7.5 30 1.9 135 8.4 

⑳ 新型コロナウイルス感染症に関するこ

ころの相談窓口の充実 
497 30.9 808 50.2 146 9.1 31 1.9 129 8.0 

 

  

問32 あなたが自殺予防のために取り組むことがで

きると思うことはどのようなものですか。（複数

回答可） 

                      （回答総数：1,611） 

区分 回答数（人） 構成比（％） 

うつ病や自殺(自死)に関

する講習会への参加 
321 19.9 

家族でうつ病等を話し合

う機会をつくる 
538 33.4 

家庭や地域でうつ病等の

正しい知識を伝える 
478 29.7 

ゲートキーパー活動への

参加 
171 10.6 

これまで以上の家族や友

人への目配り 
910 56.5 

職場のメンタルヘルス環

境の改善に取り組む 
497 30.9 

その他 50 3.1 

特に何もしない 130 8.1 

無回答 112 7.0 
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広島市うつ病・自殺(自死)対策推進連絡調整会議開催要綱 

 

（開催） 

第１条 本市においてうつ病・自殺(自死)対策を総合的に推進するため、広島市うつ病・自殺(自死)対策推

進連絡調整会議（以下「連絡調整会議」という｡）を開催する｡ 

（連絡調整） 

第２条 連絡調整会議においては、次に掲げる事項について、各委員が意見交換等を行うものとする。 

(1) うつ病・自殺(自死)対策に関する調査及び分析に関すること。 

(2) うつ病・自殺(自死)対策に関する関係・関連事業の実施状況に関すること。 

(3) うつ病・自殺(自死)対策の基本方針及び推進計画に関すること。 

(4) その他うつ病・自殺(自死)対策の推進に関して必要な事項 

（構成） 

第３条 連絡調整会議は、うつ病・自殺(自死)対策にかかわる関係機関若しくは関係団体に属する者又は学

識経験者のうちから市長が依頼する者の出席をもって開催する。 

２ 前項の場合において、市長は、３年間継続して連絡調整会議に出席することを依頼するものとする。こ

の期間経過後、引き続き連絡調整会議に出席することを依頼する場合も同様とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 連絡調整会議に会長及び副会長各１人を置き、出席者の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、連絡調整会議を進行する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 連絡調整会議は、市長が必要と認めるときに開催する。 

（専門分野別会議） 

第６条 市長は、連絡調整会議の出席を依頼している者のうちから専門分野ごとに出席者を選んで、専門分

野別会議を開催することができる。 

２ 専門分野別会議に会長を置き、出席者の互選によってこれを定める。 

（庶務） 

第７条 連絡調整会議の庶務は、健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課において処理する。 

２ 専門分野別会議の庶務は、専門分野別会議に関係の深い本市の関係課の中から、市長が指定するものに

おいて処理する。 

（委任規定） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議及び専門分野別会議の運営に関し必要な事項は、健康

福祉局長が定める。 

   

   附 則 

 この要綱は、平成１８年９月１１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 
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１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に改正前の広島市うつ病・自殺対策推進協議会設置要綱（以下「旧要綱」とい

う。）第３条第２項の規定により市長から委員に依頼されている者は、改正後の広島市うつ病・自殺対

策推進連絡調整会議開催要綱（以下「新要綱」という。）第３条第１項及び第２項の規定により連絡調

整会議への出席を依頼されたものとみなす。この場合において、その依頼されたものとみなされる者に

対して連絡調整会議への出席を継続して依頼する期間は、新要綱第３条第２項の規定にかかわらず、施

行日における旧要綱第４条第１項の規定による委員として任期の残任期間と同一の期間とする。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
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広島市うつ病・自殺（自死）対策推進連絡調整会議委員名簿 

（令和４年３月１日現在） 

 

（５０音順・敬称略） 

氏名 所属・役職等 

天野 純子 広島県医師会 常任理事 

磯邉 省三 広島文化学園大学 人間健康学部 スポーツ健康福祉学科 特任准教授 

板垣 圭 広島大学病院 脳・神経・精神診療科 精神科 助教 

岡本 泰昌◎ 広島大学大学院医系科学研究科（医） 教授 

長田 照義 広島市民生委員児童委員協議会 理事 

勝尾 康彦 広島市精神保健福祉家族会連合会 理事 

髙畑 紳一 広島市医師会 常任理事 

鈴木  康之 広島県臨床心理士会 会長 

高松  達朗 広島労働局労働基準部健康安全課 課長 

田村 達辞 広島県精神神経科診療所協会 副会長 

寺村 清美 広島産業保健総合支援センター 産業保健専門職 

中原 良子 広島弁護士会 弁護士 

中村 一彦 広島市社会福祉協議会 常務理事 

西本 尚士 広島商工会議所 総務部長 

樋口 啓子〇 広島いのちの電話 理事 

平井 敦子 中國新聞社 デジタルチーム 

山下 展宏 広島県警察本部 生活安全部 人身安全対策課 課長補佐 

横道 万里子 広島県看護協会 ナースセンター長 

    注：氏名欄の◎は会長、○は副会長を示す。 
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広島市うつ病・自殺(自死)対策庁内関係者会議設置要領 

 

（目的） 

第１条 本市の庁内関係部局が連携し、及び情報交換を行い、関係諸施策の調査・研究を通じて、本市に

おけるうつ病・自殺(自死)対策を総合的に推進するため、広島市うつ病・自殺(自死)対策庁内関係者会議

（以下｢庁内関係者会議｣という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 庁内関係者会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

  (1) うつ病・自殺(自死)対策に関する情報交換及び調査・分析に関すること。 

  (2) うつ病・自殺(自死)対策に関する関係諸施策の評価に関すること。 

(3) うつ病・自殺(自死)対策の基本方針に関すること。 

(4) 広島市うつ病・自殺(自死)対策推進計画及びその推進に関すること。 

(5) その他うつ病・自殺(自死)対策の推進に関して必要な事項 

（組織） 

第３条 庁内関係者会議は、座長、副座長及び会員をもって組織する。 

２ 座長は、健康福祉局障害福祉部長をもって充てる。 

３ 座長は、庁内関係者会議の議長として会務を総括する。 

４ 副座長は、健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課長をもって充てる。 

５ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、座長の職務を代理する。 

６ 会員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

（会議） 

第４条 座長は、必要に応じて庁内関係者会議を招集する。 

２ 庁内関係者会議は、必要があると認めたときは、関係者に出席を求め、その意見を聴くことができる。 

（分科会） 

第５条 庁内関係者会議に、調査研究させるため必要があるときは、分科会を置くことができる。 

２ 分科会の組織及び運営に関して必要な事項は、座長が別に定める。 

（庶務） 

第６条 庁内関係者会議の庶務は、健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課において処理する。 

（委任規定） 

第７条 この要領に定めるもののほか、庁内関係者会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。 

 

 附 則 

この要領は、平成１８年９月１１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成１８年９月２７日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成１９年７月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 
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附 則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

区分 職     名 

会員 企画総務局市民相談センター所長 

企画総務局人事部人事課服務担当課長 

企画総務局人事部福利課職員健康管理担当課長 

企画総務局人事部研修センター所長 

市民局生涯学習課長 

市民局市民安全推進課長 

市民局消費生活センター所長 

市民局人権啓発部男女共同参画課長 

健康福祉局地域共生社会推進課長 

健康福祉局保護自立支援課長 

健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課長 

健康福祉局高齢福祉部地域包括ケア推進課長 

健康福祉局高齢福祉部介護保険課長 

健康福祉局障害福祉部障害福祉課長 

健康福祉局精神保健福祉センター相談課長 

健康福祉局原爆被害対策部援護課長 

健康福祉局保健部医療政策課長 

健康福祉局保健部健康推進課長 

こども未来局こども・家庭支援課長 

こども未来局こども・家庭支援課母子保健担当課長 

こども未来局児童相談所次長 

経済観光局雇用推進課長 

経済観光局産業振興部商業振興課長 

経済観光局産業振興部産業立地推進課長 

中区厚生部地域支えあい課地域支援担当課長 

消防局警防部救急担当部長 

教育委員会青少年育成部育成課長 

教育委員会学校教育部健康教育課学校安全対策担当課長 

教育委員会学校教育部生徒指導課長 

教育委員会教育センター次長 

 


